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画では、受益者

市民の視点か
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綱」と実施計

け、新たな行

計画」を平成

う視点から施

り方を議論し

回の審議が行

ただきました

については、

定根拠を明確

計画である「

行財政改革を
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施設使用

江市の現

少と少子高齢

人口は２０１

展により減少

少時代におい

社会保障費の

負担は益々重

東近江市の
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東近江市の財政推計では、歳入は右肩下がりで減少していくと予測されています。この

最も大きな要因は、①生産年齢人口の減少に伴う税収の減や、②合併による地方交付税の

算定の特例措置が平成２７年度から段階的に引き下げられ、平成３２年度をもって終了（影

響額：▲４０億円）することが挙げられます。 

歳入に見合う歳出にするためには、今日までの行政サービスのあり方を総点検し、今後

も継続するもの、見直しを行うもの、終了するものに仕分けする必要があると考えます。 

 
 
 

２ 施設使用料等の現状と課題                                                    

   東近江市では、平成２３年８月に「東近江市公の施設改革計画」を策定し、現在、施設

の統廃合を推進中でありますが、この計画で存続・活用となった施設のうち、使用料等を

徴収している施設は、下表の４８施設となっています。 
 
  ■使用料等を徴収している公の施設 

施 

設 

名 

主に貸室を行う施設 ホ
ー
ル 

博
物
館
・
資
料
館 

ス
ポ
ー
ツ
施
設 

自
転
車
駐
車
場 

合 
 

計 

コ
ミ
セ
ン
・
類
似

健
康
福
祉
施
設 

産
業
振
興
施
設 

施設数 
１８ ２ ３ 

３ ４ １６ ２ ４８ ２３ 
 
  注１）東近江市公の施設改革計画（Ｈ23.8 策定）において存続・活用としている施設で、使用料等を徴

収している施設。 
  注２）東近江市公の施設改革計画で対象外とした公営住宅・病院・上下水道施設は除く。 
  注３）八日市公設地方卸売市場は特別会計によって受益と負担の関係や経営状況等、議会においてチェッ

クされているため除く。 
 
 

この４８施設の管理経費の総額は９．８億円で、使用料等収入の総額は１．８億円とな

っており、管理経費に占める収入の割合は１８％という状況です。 
   施設の管理経費は、使用料等収入（利用者）と税（市民）によって賄っており、この比

率は１８％対８２％という状況で、「施設利用者」と「施設を利用しない市民」との間には、

負担に対する不公平感が存在し、施設に応じた受益者負担のあり方が課題となっています。 
また、施設使用料等の減免や免除の適用額は約０．６億円で、管理経費に占める割合は

約６％に達しています。この減免・免除は、収入比率が著しく低い原因になっており、受

益者負担として費用の一部を求めるという「使用料」の意味をなさない状況を招いていま

す。更に、減免・免除の適用は、条例に基づくもの、規則に基づくもの、内部規定に基づ

くものと統一性がなく、軽減割合も施設間でバラツキがあります。 
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【千円
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（１８％
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も、その総額

減免額 

6 億円 
6％） 

使用料等を
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）は下図のよ

る社会保障費

額を抑制して

税

を徴収してい

9.8 億

ように減少し

費の増大によ

ていく必要が

（市民）によ
８億円

（８２％）

いる施設の管

億円 

生産年齢

５６，８

していくと予

よって益々重

があります。

よる負担 

管理経費 

齢人口 

８００人

◎

◎

予測されてい

重くなると予

 
◎施設使用料等

歳入を増やして

◎施設の総数を

い。 

ます。
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等を見直して、
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税

の
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基

求

 
 
  ２

   

お

は
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に

な

ま

な

や

用

 施設

施設使用料等

１ 受益者

施設の管理

税（市民）で

の受け手より

しているのが

すが、「使用

基づいたもの

したがって

求めることを

２ 使用料

 施設の使用

おける公平性

は、施設の全

ていないのが

 今後は、市

直しを行いま

３ 使用料

使用料等は

に減額・免除

しかしなが

ない人の税金

ます。また、

なっています

そこで、使

やむを得ない

用者間の公平

 

設使用料

等の見直しに

者負担を基本

理運営にかか

で賄われてい

りも、サービ

が現状です。

料等は特定

のになってい

て、使用料等

を基本とし、

料等算定方法

用料等は、合

性の確保を目

全体経費に対

が現状です。

市民にわかり

ます。 

料等減免制度

は、団体活動

除の規定が設

がら、利用の

金がそこへ使

、このことが

す。 
使用料等の減

いものに限定

平性・公正性

料等見直

際し、次の

本にした見

かる人件費や

います。東近

ビスを利用し

各施設の使

の利用者が、

いません。

等は、「受益者

見直しを行

法の明確化

合併時に同一

目的として統

対する利用者

 
りやすい使用

度の見直し

動の支援や障

設けられてい

のほとんどが

使われること

が施設のコス

減額又は免除

定するという

性の観点から
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直しの三つ

三つの基本的

見直し 

や物件費など

近江市におけ

しない市民が

使用料等は、

、サービスの

者負担の原則

行います。

化による見直

一施設におい

統一を図りま

者の負担割合

用料等の算定
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障害者等への

います。 
が無料や減免

ととなり、本

ストに対する

除は、あくま

う考え方を再

ら減額・免除

つの基本

的な考え方に

どの総経費は

けるこの比率

が税金という

それぞれの

の対価として

則」に基づき

直し 

いてもバラツ

ました。しか

合という視点

定方法を導入

の配慮といっ

免となるよう

本来的な負担

る収入比率を

までも政策的

再確認した上

除制度を見直

本的な考

に基づき見直

は、使用料等

率は、２割対

形で、管理

の条例によっ

て支払うもの

き、経費に見

ツキがありま

かし、施設使

点で料金を設

入し、透明性

った政策的な

な制度は、

担の公平性を

を著しく低く

的で特例的な

上で、受益者

直します。 

考え方 

直しを行いま

等（受益者負

対８割で、サ

理費の大部分

って規定され

の」といった

見合う適正な

ましたので、

使用料等の額

設定したもの

性を確保しな

な視点から、

結果として

を損なう恐れ

している原

な措置であり

者負担の明確

ます。  

担）と

ービス

分を負担

れていま

考えに

負担を

新市に

額の決定

になっ

がら見

特例的

利用し

れがあり

原因にも

、真に

確化、利
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 施設使

合併後の

合併前の各市

ど様々であり

そこで、新市

積、施設の規

うな基準に基

料金設定の

単位の設定を

①ホール（固定席

基準：施設のグ

2,500円／ｈ   　

2,000円／ｈ

1,500円／ｈ

②多目的ホール

基準：床面積

300㎡以下  　　

301㎡以上　　　

①　体育館(大）

基準：床面積

バレーボールコ

②　体育館（小）

体育館（大）の半

③　テニスコート

基準：1面当り 

屋外　　300円／

屋内　　600円／

※照明料金は別

④　野球場

スタジアム　1,5

その他　　　 　4

※照明料金、そ

■生涯学習

■スポーツ施

使用料算

の使用料の現

市町の施設使

りました。 
市における施

規模・形態

基づき使用料

の基本的な考

を今後も引き

席）

グレードによる

1,000円／ｈ

1,500円／ｈ

コート１面　　 400

半額

／ｈ

／ｈ

別途設ける。

500円／h

400円／h

その他の施設利用

・福祉施設

施設

算定方法

現状と今後

使用料は、時

施設使用料に

・設備等を基

料の統一を図

考え方は、合併

継ぐことと

0円／ｈ

用は別途設ける。

等のホール
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法 

後 

時間区分の異

については、

基準として、

図っています

併後に統一し

します。 

。

ル・貸室

異なる料金体

受益と負担

１時間また

す。 

したものであ

③研修室・会議

　基準：床面積

　50㎡以下　　

　51～100㎡　

　101㎡以上　

⑤　グラウンド

　　基準：面積

　ソフトボール

　※照明料金

⑥　トレーニン

　基準：1回（時

　　　　　250円

⑦　プール

　基準：1回（時

　大人　　　　 

　中学生以下

⑧　弓道場、武

　　内容検討

体系をはじめ

担の公平性を

たは１回単位

あり、上記の

議室・和室・調理

積

 　 150円／ｈ

　　250円／ｈ

　　500円／ｈ

ド

ル1面相当面積　2

金は別途設ける。

ングルーム

時間制限あり）

円／1回

時間制限、年齢区

　　500円／１回

下　　250円／１回

武道場、その他

め、土日夜間

を確保するた

位の設定とし

の１時間また

理室等

200円／h

区分あり）

の施設

割増し

め、床

、次の

は１回
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施設の管

（１）減価償

土地や建

の施策とし

大規模な修

（２）施設の

使用料等

  この使用

共的（市場

が利益を受

を決定する

  この施設

されていま

自治体によ

全
体
経
費 

管理運営経費

償却費に対す

建物等の減価

して整備され

修繕費につい

の分類による

等の原価は、

用料等の原価

場的）、かつ

受ける。）か

ることとしま

設分類の考え

ますが、図２

よって違いが

費に対する

する利用者負

価償却費につ

れたものであ

いても同様の

る利用者負担

修繕費（小

価に対する利

つ必需的（ほ

を判断し、施

ます。【図２

え方は、施設

２の第１分類

が見受けられ

施
設
管
理
運
営
費 

施
設
整
備
費

修
繕
費

（
大
規
模
）

修
繕
費

（
小
規
模
）
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る利用者負担

負担の考え

ついては、全

あることから

の考え方から

担の考え方

小規模）と管

利用者負担に

とんどの市民

施設を４つに

】 
設使用料等の

類と第２分類

れます。【表

利用者負

0％～10

減価償却費

担の考え方

方 

全ての市民に

ら、使用料等の

ら算入しない

管理運営費の

については、

民が必要とす

に分類し、施

の見直しを行

類に該当する

１】 

負担率

00％ 

税 

方 

に利用の機会

の原価に算入

いものとしま

の合計を原価

施設サービ

する。）か選

施設の特徴に

行っている自

る施設や負担

利
（施設

利

    金 

会を提供する

入しないもの

す。【図１】

価に算入しま

ビスが公共的

選択的（特定

に合わせて負

治体の多く

担割合につい

 

 

利用者負担 
設使用料等） 

【図１

利用者負担率 

0％～100％ 

ため市

のとし、

 

した。 
か非公

定の市民

担割合

で採用

ては、

】



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 
   

 
 
 
 
 
   

公の

東近江

■第１

施設分

■第２

 東近江市

 
 

の施設に対す

１ 市

これ

２ 第

的サ

３ 第

の関

４ 行

江市の受益

１分類

コミセ
設、博
ホール
設、健

分類

２分類
自転車
ル

市では、次の

する受益者負

市内で民間施

れらが第２分

第１分類に属

サービスであ

第２分類に属

関連から受益

行政改革推進

者負担率

施設名

ン、スポーツ施
博物館・資料館
ル、産業振興施
健康福祉施設

車駐車場、プー

理由から上記

負担分類の考

施設と競合し

分類に属し、

属する施設は

あることから

属する施設は

益者負担は１

進委員会から

受益者
負担率

施
、

施 50%

ー
100%

9 

記の分類が妥

考え方 

している施設

その他の施

は、市内に民

ら、受益者負

は、市内に民

００％とな

らの提言と同

%

%

他市A

他市C

他市B

【参考】他市に

妥当と判断し

設は、自転車

施設は第１分

間施設を有

担は５０％

間施設を有す

なっている。

同様である。

コミセン、スポー
振興施設、健康

における分類例

学習センター、文

コミセン、健康福

スポーツ施設、博
設、自転車駐車
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前述の「４ 施設別使用料等の算定」において改定率は、８１％と減額の対象となりま

すが、施設の更新や民間施設への影響を考慮して、料金は据え置くこととします。 

（２） 西堀榮三郎記念探検の殿堂  

現在、今後の施設のあり方等を検討しているため、当面、料金は据え置くこととします。 

（３） 近江商人博物館  

施設区分が博物館であるため、平成２２年４月１日に改定を行った「世界凧博物館東近

江大凧会館」の入館料と同一にします。 

（４） 五個荘近江商人屋敷  

入館料の改定を平成２２年４月１日に行っており、料金は据え置くこととします。 

 （５） 世界凧博物館東近江大凧会館 

入館料の改定を平成２２年４月１日に行っており、料金は据え置くこととします。ただ

し、会議室はコミュニティセンター等と同様に改定します。 

 （６） あかね文化ホール 

市の文化ホールとして位置付けているため、八日市文化芸術会館と同様の料金体系を採

用します。また、使用料は県内類似施設の同一ホールを参考に改定します。 

 （７） 布引運動公園 陸上競技場 

平成２２年１０月１６日に竣工し、施設使用料は県内類似施設を参考に設定しているた

め、料金は据え置くこととします。ただし、会議室はコミュニティセンター等と同様に改

定します。 

（８） 布引運動公園 弓道場 

弓道場の改定率は１．５倍としていますが、県内類似施設との料金を考慮し、据え置く

こととします。ただし、個人使用の１回２００円の使用料については、新たに午前と午後

に区分を設けて改定し、全日は、廃止をするように改定します。 

 （９） 長山公園 

グラウンドＡ面については、他の野球場と同等の施設であるため、他の野球場使用料と

同額として見直しを行います。 

 （10） テニスコート 

テニスコートの改定率は１．５倍としていますが、県内類似施設との料金を考慮し、人

工芝は最大１．２倍の料金改定とします。ただし、土のコートは、据え置くこととします。 

 （11） プール 

プールの改定率は１．５倍としていますが、①プールは他の施設と比べると収入比率が

比較的高いことや、②県内類似施設との料金を考慮し、最大１．２倍の料金改定とします。

ただし、会議室はコミュニティセンター等と同様に改定します。 

（12） 施設利用における電気料金の取扱い 

スポーツ施設におけるナイター照明代は、電気料金の値上げに伴う再計算を行い、実費

相当分の額に改定することとします。 
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間
1
5
0

2
0
0

円
１
時

間
1
5
0

2
0
0

円
１
時

間
1
,
0
0
0

1
,4

0
0

円
１
時

間
1
5
0

2
0
0

円
１
時

間
2
5
0

3
5
0

円
１
時

間
2
5
0

3
5
0

円
１
時

間
1
5
0

2
0
0

円
１
時

間
1
5
0

2
0
0

円
１
時

間
2
5
0

3
5
0

円
１
時

間
2
5
0

3
5
0

円
１
時

間
1
5
0

2
0
0

円
１
時

間
1
5
0

2
0
0

円
１
時

間
1
5
0

2
0
0

円
１
時

間
2
5
0

3
5
0

円

集
会

室
１

集
会

室
２

研
修

室
和

室
１

和
室

２
調

理
実

習
室

３
０
４
和

室

大
会

議
室

研
修

室
和

室
調

理
実

習
室

東
近

江
市

立
平

田
コ

ミ
ュ

ニ
テ

ィ
セ

ン
タ

ー

ホ
ー

ル
大

集
会

室
研

修
室

調
理

実
習

室

東
近

江
市

立
市

辺
コ

ミ
ュ

ニ
テ

ィ
セ

ン
タ

ー

研
修

室
大

会
議

室
和

室
１

和
室

２
調

理
実

習
室

貸
室

名
等

鈴
鹿

の
里

コ
ミ
ュ

ニ
テ

ィ
セ

ン
タ

ー

会
議

室
１

会
議

室
２

視
聴

覚
室

多
目

的
ル

ー
ム

調
理

室
※

１
面

=
バ

レ
ー

ボ
ー

ル
コ

ー
ト
１
面

グ
ラ

ウ
ン

ド

東
近

江
市

立
玉

緒
コ

ミ
ュ

ニ
テ

ィ
セ

ン
タ

ー

東
近

江
市

立
南

部
コ

ミ
ュ

ニ
テ

ィ
セ

ン
タ

ー

研
修

室
ホ

ー
ル

和
室

小
会

議
室

調
理

実
習

室

東
近

江
市

立
八

日
市

コ
ミ
ュ

ニ
テ

ィ
セ

ン
タ

ー

ホ
ー

ル
１

ホ
ー

ル
２

会
議

室
コ

ミ
ュ

ニ
テ

ィ
ル

ー
ム

多
目

的
ス

ペ
ー

ス
和

室
１

和
室

２
調

理
室

東
近

江
市

立
中

野
コ

ミ
ュ

ニ
テ

ィ
セ

ン
タ

ー

大
ホ

ー
ル

小
ホ

ー
ル

小
集

会
室

和
室

１
和

室
２

調
理

実
習

室

東
近

江
市

立
御

園
コ

ミ
ュ

ニ
テ

ィ
セ

ン
タ

ー

東
近

江
市

立
建

部
コ

ミ
ュ

ニ
テ

ィ
セ

ン
タ

ー

大
会

議
室

研
修

室
和

室
調

理
実

習
室

東
近

江
市

立
永

源
寺

コ
ミ
ュ

ニ
テ

ィ
セ

ン
タ

ー

も
み

じ
ホ

ー
ル

１
０
１
研

修
室

１
０
２
研

修
室

２
０
１
会

議
室

２
０
２
和

室

３
０
１
会

議
室

３
０
５
和

室
調

理
室

２
０
３
会

議
室

３
０
２
会

議
室

３
０
３
会

議
室

改
正

後
改

正
前

コ
ミ

ュ
ニ

テ
ィ

セ
ン

タ
ー

・
類

似
施

設
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施
設

分
類

施
設

名
称

単
位

備
考

１
時

間
2
,
5
0
0

3
,2

5
0

円
１
時

間
2
5
0

3
5
0

円
１
時

間
2
5
0

3
5
0

円
１
時

間
1
5
0

2
0
0

円
１
時

間
1
5
0

2
0
0

円
１
時

間
1
5
0

2
0
0

円
１
時

間
1
5
0

2
0
0

円
１
時

間
1
5
0

2
0
0

円
１
時

間
1
5
0

2
0
0

円
１
時

間
1
5
0

2
0
0

円
１
時

間
2
,
5
0
0

3
,2

5
0

円
１
時

間
5
0
0

7
5
0

円
１
時

間
1
5
0

2
0
0

円
１
時

間
1
5
0

2
0
0

円
１
時

間
5
0
0

7
5
0

円
１
時

間
1
5
0

2
0
0

円
１
時

間
2
5
0

3
5
0

円
１
時

間
1
5
0

2
0
0

円
１
時

間
1
5
0

2
0
0

円
１
時

間
1
,
5
0
0

2
,1

0
0

円
１
時

間
5
0
0

7
5
0

円
１
時

間
2
5
0

3
5
0

円
１
時

間
1
5
0

2
0
0

円
１
時

間
1
5
0

2
0
0

円
１
時

間
1
5
0

2
0
0

円
１
時

間
2
5
0

3
5
0

円
１
時

間
1
5
0

2
0
0

円
１
時

間
2
5
0

3
5
0

円
１
時

間
2
5
0

3
5
0

円
１
時

間
2
5
0

3
5
0

円
１
時

間
2
5
0

3
5
0

円
１
時

間
2
5
0

3
5
0

円
１
時

間
2
5
0

3
5
0

円
１
時

間
2
5
0

3
5
0

円
１
時

間
1
,
5
0
0

-
円

１
時

間
2
5
0

-
円

１
時

間
1
5
0

-
円

１
時

間
1
5
0

-
円

１
時

間
1
5
0

-
円

１
時

間
1
5
0

-
円

１
時

間
1
5
0

-
円

１
時

間
2
5
0

-
円

１
時

間
1
5
0

-
円

１
時

間
2
,
0
0
0

2
,8

0
0

円
１
時

間
1
,
0
0
0

1
,4

0
0

円
１
時

間
1
5
0

2
0
0

円
１
時

間
2
5
0

3
5
0

円
１
時

間
1
5
0

2
0
0

円
１
時

間
1
5
0

2
0
0

円
１
時

間
2
5
0

3
5
0

円
１
時

間
2
5
0

3
5
0

円
１
時

間
2
5
0

3
5
0

円
１
時

間
5
0
0

7
5
0

円
１
時

間
2
5
0

3
5
0

円
１
時

間
2
5
0

3
5
0

円
１
時

間
2
5
0

3
5
0

円
１
時

間
2
5
0

3
5
0

円
１
時

間
1
,
5
0
0

2
,1

0
0

円
１
時

間
2
5
0

3
5
0

円
１
時

間
2
5
0

3
5
0

円
１
時

間
5
0
0

7
5
0

円
１
時

間
2
5
0

3
5
0

円

改
正

前
改

正
後

調
理

室

和
室

２
調

理
実

習
室

ホ
ー

ル
研

修
室

１
研

修
室

２
研

修
室

３
研

修
室

４
和

室
１

貸
室

名
等

パ
ソ

コ
ン

室

多
目

的
ホ

ー
ル

仕
様

の
場

合
学

習
室

１
学

習
室

２
学

習
室

３
学

習
室

４
学

習
室

５

東
近

江
市

立
五

個
荘

コ
ミ
ュ

ニ
テ

ィ
セ

ン
タ

ー

大
ホ

ー
ル

小
ホ

ー
ル

大
会

議
室

研
修

室
１

研
修

室
２

研
修

室
３

研
修

室
４

研
修

室
５

和
室

東
近

江
市

立
愛

東
コ

ミ
ュ

ニ
テ

ィ
セ

ン
タ

ー

ホ
ー

ル
研

修
室

会
議

室
学

習
室

多
目

的
集

会
室

休
養

室
調

理
実

習
室

相
談

室
ホ

ー
ル

控
室

東
近

江
市

立
湖

東
コ

ミ
ュ

ニ
テ

ィ
セ

ン
タ

ー

多
目

的
ホ

ー
ル

大
会

議
室

会
議

室
研

修
室

１
研

修
室

２
相

談
室

視
聴

覚
室

調
理

室

別
館

工
芸

室

和
室

別
館

集
会

室
１

別
館

集
会

室
２

別
館

会
議

室
別

館
和

室
１

別
館

和
室

２

ふ
る

さ
と

文
化

体
験

学
習

館

体
験

道
場

ま
ち

づ
く
り

会
議

室
研

修
室

和
室

工
芸

室

調
理

室

学
習

室
６
Ａ

学
習

室
６
Ｂ

学
習

室
７

多
目

的
室

調
理

実
習

室
視

聴
覚

室

東
近

江
市

立
能

登
川

コ
ミ
ュ

ニ
テ

ィ
セ

ン
タ

ー

東
近

江
市

立
蒲

生
コ

ミ
ュ

ニ
テ

ィ
セ

ン
タ

ー

小
ホ

ー
ル

可
動

席
仕

様
の

場
合

支
所

へ
の

移
転

に
よ

り
部

屋
の

規
模

が
変

わ
る

た
め

、
移

転
に

あ
わ

せ
て

使
用

料
金

を
設

定
し

ま
す

。
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施
設

分
類

施
設

名
称

単
位

備
考

１
月

2
,
2
0
0

2
,2

0
0

円
３
月

6
,
0
0
0

6
,0

0
0

円
１
月

2
,
7
0
0

2
,7

0
0

円
３
月

7
,
5
0
0

7
,5

0
0

円
１
回

2
0
0

2
0
0

円

１
回

2
0
0

2
0
0

円

１
回

3
0
0

3
0
0

円

１
回

1
5
0

1
5
0

円

１
回

2
5
0

2
5
0

円

１
回

1
2
0

1
2
0

円

１
時

間
2
,
0
0
0

2
,8

0
0

円
１
時

間
5
0
0

-
円

１
時

間
2
5
0

-
円

１
時

間
2
5
0

-
円

１
時

間
1
5
0

2
0
0

円
１
時

間
1
5
0

2
0
0

円
１
回

2
,
0
0
0

2
,0

0
0

円
１
回

2
,
0
0
0

2
,0

0
0

円
１
回

2
,
0
0
0

2
,0

0
0

円
１
回

2
,
0
0
0

2
,0

0
0

円
１
回

2
,
0
0
0

2
,0

0
0

円
１
回

2
,
0
0
0

2
,0

0
0

円
大

人
１
人

１
回

2
0
0

3
0
0

円
小

人
１
人

１
回

1
0
0

1
5
0

円
大

人
１
人

１
回

1
5
0

2
5
0

円
小

人
１
人

１
回

8
0

1
0
0

円
午

前
９
時

３
０
分

か
ら

午
後

１
時

ま
で

2
,
0
0
0

2
,8

0
0

円
午

後
１

時
か

ら
午

後
５

時
ま

で
2
,
0
0
0

2
,8

0
0

円
午

前
９
時

３
０
分

か
ら

午
後

５
時

ま
で

4
,
0
0
0

5
,6

0
0

円
お

と
な

１
人

１
回

6
0
0

6
0
0

円
こ

ど
も

１
人

１
回

3
0
0

3
0
0

円
お

と
な

１
人

１
回

5
0
0

5
0
0

円
こ

ど
も

１
人

１
回

2
5
0

2
5
0

円
お

と
な

１
人

１
回

3
0
0

3
0
0

円
こ

ど
も

１
人

１
回

1
0
0

1
0
0

円
お

と
な

１
人

１
回

2
5
0

2
5
0

円
こ

ど
も

１
人

１
回

8
0

8
0

円
午

前
９
時

３
０
分

か
ら

正
午

ま
で

5
,
0
0
0

5
,0

0
0

円
午

後
１
時

か
ら

午
後

４
時

３
０
分

ま
で

5
,
0
0
0

5
,0

0
0

円
午

前
９
時

３
０
分

か
ら

午
後

４
時

３
０
分

ま
で

1
0
,
0
0
0

1
0
,0

0
0

円

一
般

１
人

１
回

3
0
0

3
0
0

円

小
学

生
・
中

学
生

１
人

１
回

1
5
0

1
5
0

円

一
般

１
人

１
回

2
5
0

2
5
0

円

小
学

生
・
中

学
生

１
人

１
回

1
0
0

1
0
0

円

１
時

間
1
5
0

2
0
0

円

１
時

間
1
5
0

2
0
0

円

１
時

間
2
5
0

3
5
0

円

第
４
会

議
室

１
時

間
2
5
0

3
5
0

円

１
時

間
1
,
0
0
0

1
,4

0
0

円
１
時

間
1
5
0

2
0
0

円

改
正

前
改

正
後

附
帯

設
備

使
用

料
は

、
据

え
置

く
こ

と
と

し
ま

す
。

2
,5

0
0

円

改
定

率
は

0
.8

倍
で

、
料

金
は

減
額

の
対

象
と

な
り

ま
す

が
、

施
設

の
更

新
や

民
間

施
設

へ
の

影
響

を
考

慮
し

、
据

え
置

く
こ

と
と

し
ま

す
。

入
館

料
の

改
定

を
平

成
２

２
年

４
月

１
日

に
行

っ
て

お
り

、
料

金
は

据
え

置
く
こ

と
と

し
ま

す
。

入
館

料
の

改
定

を
平

成
２

２
年

４
月

１
日

に
行

っ
て

お
り

、
料

金
は

据
え

置
く
こ

と
と

し
ま

す
。

但
し

、
会

議
室

は
コ

ミ
ュ

ニ
テ

ィ
セ

ン
タ

ー
等

と
同

様
に

改
定

し
ま

す
。

ホ
ー

ル
A

V
ル

ー
ム

施
設

改
修

が
あ

る
た

め
、

改
修

後
に

使
用

料
金

を
設

定
し

ま
す

。
ミ
ュ

ー
ジ

ッ
ク

ス
タ

ジ
オ

美
術

工
作

室

舞
台

設
備

一
式

そ
の

他
の

備
品

一
式

ピ
ア

ノ

入
館

料
は

、
世

界
凧

博
物

館
東

近
江

大
凧

会
館

の
入

館
料

と
同

一
に

し
ま

す
。

自
転

車
駐

車
場

博
物

館
・
資

料
館

楽
屋

照
明

設
備

一
式

音
響

設
備

一
式

映
写

設
備

一
式

五
個

荘
近

江
商

人
屋

敷

外
村

繁
邸

外
村

宇
兵

衛
邸

中
江

準
五

郎
邸

個
人

団
体

（
２
０
人

以
上

）

藤
井

彦
四

郎
邸

個
人

団
体

（
２
０
人

以
上

）

使
用

料
（
商

人
屋

敷
１
館

の
使

用
料

）

世
界

凧
博

物
館

東
近

江
大

凧
会

館

展
示

室
入

館
料

第
２
会

議
室

第
３
会

議
室

や
わ

ら
ぎ

ホ
ー

ル
舞

台
・
ホ

ー
ル

会
議

室

近
江

商
人

博
物

館

常
設

展
示

入
館

料
個

人

団
体

（
２
０
人

以
上

）

特
別

展
示

室
使

用
料

て
ん

び
ん

の
里

文
化

学
習

セ
ン

タ
ー

一
時

利
用

１
日

に
つ

き
（
１
回

ご
と

）

西
堀

榮
三

郎
記

念
探

検
の

殿
堂

個
人

大
人

（
高

校
生

以
上

）

小
人

（
小

・
中

学
生

）

団
体

（
２
０
人

以
上

）
大

人
（
高

校
生

以
上

）

能
登

川
駅

西
自

転
車

駐
車

場

定
期

利
用

和
室

１
月

一
般

貸
室

名
等

八
日

市
駅

自
転

車
駐

車
場

定
期

利
用

一
般

一
時

利
用

１
日

に
つ

き
（
１
回

ご
と

）

2
,
5
0
0

施
設

の
あ

り
方

を
検

討
し

て
い

る
た

め
、

料
金

は
据

え
置

く
こ

と
と

し
ま

す
。

小
人

（
小

・
中

学
生

）

個
人

団
体

（
２
０
人

以
上

）

第
１
会

議
室
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施
設

分
類

施
設

名
称

単
位

備
考

午
前

（
午

前
９
時

か
ら

午
前

１
２
時

ま
で

）
1
0
,0

0
0

円
午

後
（
午

後
１
時

か
ら

午
後

５
時

ま
で

）
1
3
,0

0
0

円
夜

間
（
午

後
５
時

３
０
分

か
ら

午
後

９
時

３
０
分

ま
で

）
1
7
,0

0
0

円
午

前
・
午

後
（
午

前
９
時

か
ら

午
後

５
時

ま
で

）
2
3
,0

0
0

円
午

後
・
夜

間
（
午

後
１
時

か
ら

午
後

９
時

３
０
分

ま
で

）
3
0
,0

0
0

円
ホ

ー
ル

全
日

（
午

前
９
時

か
ら

午
後

９
時

３
０
分

ま
で

）
4
0
,0

0
0

円
午

前
（
午

前
９
時

か
ら

午
前

１
２
時

ま
で

）
1
5
,0

0
0

円
午

後
（
午

後
１
時

か
ら

午
後

５
時

ま
で

）
2
0
,0

0
0

円
夜

間
（
午

後
５
時

３
０
分

か
ら

午
後

９
時

３
０
分

ま
で

）
2
6
,0

0
0

円
午

前
・
午

後
（
午

前
９
時

か
ら

午
後

５
時

ま
で

）
3
5
,0

0
0

円
午

後
・
夜

間
（
午

後
１
時

か
ら

午
後

９
時

３
０
分

ま
で

）
4
6
,0

0
0

円
全

日
（
午

前
９
時

か
ら

午
後

９
時

３
０
分

ま
で

）
6
1
,0

0
0

円
１
時

間
1
5
0

2
0
0

円
１
時

間
5
0
0

7
5
0

円
午

前
（
午

前
９
時

か
ら

午
前

１
２
時

ま
で

）
1
2
,
0
0
0

1
4
,4

0
0

円
午

後
（
午

後
１
時

か
ら

午
後

５
時

ま
で

）
1
6
,
0
0
0

1
9
,2

0
0

円
夜

間
（
午

後
５
時

３
０
分

か
ら

午
後

９
時

３
０
分

ま
で

）
2
8
,
0
0
0

3
3
,6

0
0

円
午

前
・
午

後
（
午

前
９
時

か
ら

午
後

５
時

ま
で

）
2
8
,
0
0
0

3
3
,6

0
0

円
午

後
・
夜

間
（
午

後
１
時

か
ら

午
後

９
時

３
０
分

ま
で

）
4
4
,
0
0
0

5
2
,8

0
0

円
全

日
（
午

前
９
時

か
ら

午
後

９
時

３
０
分

ま
で

）
5
6
,
0
0
0

6
7
,2

0
0

円
午

前
（
午

前
９
時

か
ら

午
前

１
２
時

ま
で

）
1
8
,
0
0
0

2
1
,6

0
0

円
午

後
（
午

後
１
時

か
ら

午
後

５
時

ま
で

）
2
4
,
0
0
0

2
8
,8

0
0

円
夜

間
（
午

後
５
時

３
０
分

か
ら

午
後

９
時

３
０
分

ま
で

）
4
2
,
0
0
0

5
0
,4

0
0

円
午

前
・
午

後
（
午

前
９
時

か
ら

午
後

５
時

ま
で

）
4
2
,
0
0
0

5
0
,4

0
0

円
午

後
・
夜

間
（
午

後
１
時

か
ら

午
後

９
時

３
０
分

ま
で

）
6
6
,
0
0
0

7
9
,2

0
0

円
全

日
（
午

前
９
時

か
ら

午
後

９
時

３
０
分

ま
で

）
8
4
,
0
0
0

1
0
0
,8

0
0

円
１
時

間
5
0
0

7
5
0

円
１
時

間
9
0
0

1
,2

5
0

円
１
時

間
5
0
0

7
5
0

円
１
時

間
4
0
0

6
0
0

円
１
時

間
2
,
0
0
0

2
,8

0
0

円

4
0
0

6
0
0

円
た

だ
し

、

３
面

利
用

の
場

合
は

1
,
0
0
0
円

１
.
５

面
利

用
の

場
合

は
6
0
0
円

1
,4

0
0

8
0
0

円 円

１
時

間
4
0
0

6
0
0

円
１
時

間
4
0
0

6
0
0

円
１
時

間
4
0
0

6
0
0

円
１
時

間
2
5
0

3
5
0

円
放

送
設

備
１
式

2
,
0
0
0

2
,0

0
0

円
液

晶
式

得
点

表
示

板
１
台

1
,
0
0
0

1
,0

0
0

円
組

立
ス

テ
ー

ジ
１
台

3
0
0

3
0
0

円

温
水

シ
ャ

ワ
ー

１
人

1
0
0

（
1
0
人

以
上

の
団

体
は

１
団

体

1
,
0
0
0
円

）

1
0
0

1
,0

0
0

円 円

１
時

間
2
0
0

3
0
0

円
無

料
無

料
平

日
１
時

間
2
,
0
0
0

2
,0

0
0

円
休

日
１
時

間
2
,
5
0
0

2
,5

0
0

円
個

人
１
人

１
回

2
0
0

2
0
0

円
団

体
（
１
０
人

以
上

の
場

合
）

１
時

間
1
,
0
0
0

1
,0

0
0

円

市
内

在
住

者
１
人

１
回

（
２
時

間
以

内
）

4
0
0

回
数

券
（

１
１

回
）

　
4
,
0
0
0

４
0
0

４
,0

0
0

円 円

市
外

在
住

者
１
人

１
回

（
２
時

間
以

内
）

6
0
0

回
数

券
（

１
１

回
）

　
6
,
0
0
0

6
0
0

6
,0

0
0

円 円

１
時

間
2
5
0

3
5
0

円
団

体
用

（
陸

上
競

技
用

具
）

１
式

１
回

2
,
0
0
0

2
,0

0
0

円
個

人
（
陸

上
競

技
用

具
）

１
種

目
1
0
0

1
0
0

円
放

送
用

具
１
式

１
回

2
,
0
0
0

2
,0

0
0

円
写

真
判

定
装

置
１
式

１
回

3
0
,
0
0
0

3
0
,0

0
0

円

温
水

シ
ャ

ワ
ー

１
人

1
0
0

（
1
0
人

以
上

の
団

体
は

１
団

体

1
,
0
0
0
円

）

1
0
0

1
,0

0
0

円 円

１
面

１
時

間
4
0
0

4
0
0

円

放
送

用
具

１
式

１
回

1
,
0
0
0

1
,0

0
0

円

１
人

半
日

（
午

前
・
午

後
）

2
0
0

2
0
0

円

市
の

文
化

ホ
ー

ル
と

し
て

位
置

付
け

て
い

る
た

め
、

八
日

市
文

化
芸

術
会

館
と

同
様

の
料

金
体

系
を

採
用

し
ま

す
。

ま
た

、
使

用
料

は
県

内
類

似
施

設
の

同
一

ホ
ー

ル
を

参
考

に
改

定
し

ま
す

。
あ

か
ね

文
化

ホ
ー

ル

楽
屋

ホ
ワ

イ
エ

（
単

独
使

用
の

場
合

）

八
日

市
文

化
芸

術
会

館

ホ
ー

ル

平
日

土
曜

日
日

曜
日

祝
日

和
室

練
習

室
会

議
室

１
会

議
室

２

展
示

室

平
日

土
曜

日
日

曜
日

祝
日

大
ホ

ー
ル

布
引

運
動

公
園

１
面

１
時

間

小
ア

リ
ー

ナ

附
属

設
備

使
用

料
は

、
据

え
置

く
こ

と
と

し
ま

す
。

陸
上

競
技

場
は

平
成

２
２

年
１

０
月

１
６

日
に

竣
工

し
、

施
設

使
用

料
は

県
内

類
似

施
設

を
参

考
に

設
定

し
て

い
る

た
め

、
改

定
は

行
わ

な
い

こ
と

と
し

ま
す

。
但

し
、

会
議

室
は

コ
ミ

ュ
ニ

テ
ィ

セ
ン

タ
ー

等
と

同
様

に
改

定
し

ま
す

。

フ
ィ

ッ
ト
ネ

ス
ル

ー
ム

武
道

場
会

議
室

附
属

設
備

ス
ポ

ー
ツ

施
設

　

多
目

的
広

場

体
育

館

大
ア

リ
ー

ナ
（
３
面

）
 ※

１
面

と
は

、
バ

レ
ー

ボ
ー

ル
コ

ー
ト
１
面

を
い

う
。

多
目

的
グ

ラ
ウ

ン
ド

（
A

面
、

B
面

、
C

面
、

D
面

）

※
１

面
と

は
ソ

フ
ト
ボ

ー
ル

１
面

を
い

う
。

グ
ラ

ウ
ン

ド
ゴ

ル
フ

場
（
８
ホ

ー
ル

）

ゲ
ー

ト
ボ

ー
ル

場

陸
上

競
技

貸
切

共
用

ト
レ

ー
ニ

ン
グ

室
※

中
学

生
以

下
は

利
用

で
き

な
い

。

会
議

室

附
属

設
備

貸
室

名
等

改
正

前
改

正
後

時
間

単
価

の
み

の

料
金

設
定

2
,5

0
0
円

/
時

間
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施
設

分
類

施
設

名
称

単
位

備
考

午
前

　
（
９

：
０

０
～

１
３

：
０

０
）

午
後

（
１

３
：
０

０
～

１
７

：
０

０
）

全
日

　
（
９

：
０

０
～

１
７

：
０

０
）

5
,
0
0
0

5
,0

0
0

円

夜
間

（
１

７
：
０

０
～

２
１

：
３

０
）

3
,
5
0
0

3
,5

0
0

円

午
前

　
（
９

：
０

０
～

１
３

：
０

０
）

2
0
0

円

午
後

　
（
１

３
：
０

０
～

１
７

：
０

０
）

2
0
0

円

全
日

　
（
９

：
０

０
～

１
７

：
０

０
）

夜
間

（
１

７
：
０

０
～

２
１

：
３

０
）

3
0
0

3
0
0

円

広
告

物
の

表
示

広
告

物
の

表
示

面
積

１
平

方
メ

ー
ト
ル

に
つ

き
１
日

2
,
0
0
0

2
,0

0
0

円
据

え
置

く
こ

と
と

し
ま

す

A
面

１
面

１
時

間
2
0
0

6
0
0

円

B
面

、
C

面
、

D
面

１
面

１
時

間
2
0
0

3
0
0

円

１
面

１
時

間
3
0
0

3
0
0

円

土
の

テ
ニ

ス
コ

ー
ト

は
据

え
置

く
こ

と
と

し
ま

す
。

（
※

１
）

１
時

間
2
0
0

3
0
0

円
体

育
館

（
２
面

）
１
面

１
時

間
4
0
0

6
0
0

円
１
面

１
時

間
2
0
0

3
0
0

円
無

料
無

料
無

料
無

料
１
時

間
4
0
0

6
0
0

円
１
時

間
2
0
0

3
0
0

円

１
面

１
時

間
3
0
0

3
5
0

円

テ
ニ

ス
コ

ー
ト

の
改

定
率

は
１

．
５

倍
と

し
て

い
ま

す
が

、
県

内
類

似
施

設
と

の
料

金
を

考
慮

し
、

人
工

芝
は

、
最

大
１

．
２

倍
の

料
金

改
定

と
し

ま
す

。
他

の
テ

ニ
ス

コ
ー

ト
も

同
様

（
※

２
）

無
料

無
料

ア
リ
ー

ナ
（
２
面

）
※

１
面

と
は

、
バ

レ
ー

ボ
ー

ル
コ

ー
ト
１

面
を

い
う

。
１
面

１
時

間
4
0
0

6
0
0

円

１
時

間
2
0
0

3
0
0

円
１
時

間
1
5
0

2
0
0

円
野

球
場

１
時

間
4
0
0

6
0
0

円
グ

ラ
ウ

ン
ド

（
２
面

）
１
面

１
時

間
2
0
0

3
0
0

円
１
面

１
時

間
3
0
0

3
5
0

円
　

※
２

１
時

間
6
0
0

9
0
0

円
１
時

間
2
0
0

3
0
0

円
１
時

間
1
,
5
0
0

2
,1

0
0

円
１
時

間
5
0
0

7
5
0

円
１
時

間
5
0
0

7
5
0

円
１
時

間
5
0
0

7
5
0

円
１
時

間
5
0
0

7
5
0

円
１
試

合
2
,
0
0
0

2
,8

0
0

円
１
面

１
時

間
2
0
0

3
0
0

円
１
式

1
,
0
0
0

1
,0

0
0

円
１
面

１
時

間
3
0
0

3
5
0

円
　

※
２

１
面

１
時

間
6
0
0

7
0
0

円
　

※
２

１
人

4
0
0

6
0
0

円
１
時

間
1
,
0
0
0

1
,4

0
0

円
１
時

間
2
5
0

3
5
0

円
１
時

間
2
5
0

3
5
0

円
１
時

間
1
5
0

2
0
0

円
１
時

間
1
5
0

2
0
0

円
１
時

間
1
5
0

2
0
0

円
１
時

間
4
0
0

6
0
0

円
１
面

１
時

間
3
0
0

3
5
0

円
　

※
２

体
育

館
（
大

）
　

　
（
２
面

）
１
面

　
１
時

間
4
0
0

6
0
0

円
１
面

　
１
時

間
4
0
0

6
0
0

円
無

料
無

料

貸
室

名
等

改
正

前
改

正
後

湖
東

ス
タ

ジ
ア

ム

グ
ラ

ウ
ン

ド

弓
道

場
は

、
県

内
類

似
施

設
と

の
料

金
を

考
慮

し
て

据
え

置
く
こ

と
と

し
ま

す
。

な
お

、
個

人
使

用
の

１
回

の
取

扱
い

に
つ

い
て

は
、

午
前

と
午

後
に

区
分

し
、

全
日

は
廃

止
を

す
る

よ
う

に
改

定
し

ま
す

。

2
,
8
0
0

2
,8

0
0

円

2
0
0

テ
ニ

ス
コ

ー
ト
（
２
面

）

ふ
れ

あ
い

グ
ラ

ウ
ン

ド

個
人

使
用

１
回

お
く
の

の
運

動
公

園

体
育

館

会
議

室
付

属
設

備
　

ス
コ

ア
ボ

ー
ド

ひ
ば

り
グ

ラ
ウ

ン
ド

（
２
面

）
付

属
設

備
　

放
送

器
具

長
山

公
園

五
個

荘
体

育
館

※
１

面
と

は
、

バ
レ

ー
ボ

ー
ル

コ
ー

ト
１

面
を

い
う

。

体
育

館
（
小

）
　

　

広
場

グ
ラ

ウ
ン

ド
　

※
１

面
と

は
、

ソ
フ

ト
ボ

ー
ル

１
面

を
い

う
。

照
明

設
備

は
A

面
の

み

更
衣

室

テ
ニ

ス
コ

ー
ト
（
４
面

）

Ａ
面

は
他

の
野

球
場

と
同

等
の

施
設

で
あ

る
た

め
、

他
の

野
球

場
と

同
様

に
改

定
し

ま
す

。

ひ
ば

り
公

園

放
送

室
本

部
席

ひ
ば

り
ド

ー
ム

（
テ

ニ
ス

コ
ー

ト
２
面

）
パ

ー
ク

ゴ
ル

フ
場

み
す

ま
の

館

大
会

議
室

研
修

室
１

研
修

室
２

和
室

１
和

室
２

和
室

３

繖
公

園

野
球

場
ソ

フ
ト
ボ

ー
ル

場

テ
ニ

ス
コ

ー
ト
（
２
面

）

子
ど

も
広

場

弓
道

場

貸
切

使
用

軽
運

動
室

会
議

室

※
１

面
と

は
、

ソ
フ

ト
ボ

ー
ル

１
面

を
い

う
。

テ
ニ

ス
コ

ー
ト
（
２
面

）

※
１

面
と

は
、

バ
レ

ー
ボ

ー
ル

コ
ー

ト
１

面
を

い
う

。

グ
ラ

ウ
ン

ド
（
２
面

）
ゲ

ー
ト
ボ

ー
ル

場
広

場

フ
ッ

ト
サ

ル
コ

ー
ト

多
目

的
広

場

永
源

寺
運

動
公

園

す
こ

や
か

の
杜

運
動

公
園

野
球

場
テ

ニ
ス

コ
ー

ト
（
２
面

）
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施
設

分
類

施
設

名
称

単
位

備
考

湖
東

体
育

館
体

育
館

（
大

）
　

　
（
２
面

）
※

１
面

と
は

、
バ

レ
ー

ボ
ー

ル
コ

ー
ト
１

面
を

い
う

。
１
面

　
１
時

間
4
0
0

6
0
0

円

平
田

グ
ラ

ウ
ン

ド
グ

ラ
ウ

ン
ド

１
時

間
2
0
0

3
0
0

円

屋
根

付
多

目
的

広
場

（
４
面

）
※

１
面

と
は

、
ゲ

ー
ト
ボ

ー
ル

コ
ー

ト
１

面
を

い
う

。
１
面

　
１
時

間
3
0
0

4
5
0

円
１
時

間
3
0
0

3
0
0

円
　

※
１

無
料

無
料

グ
ラ

ウ
ン

ド
（
２
面

）
※

１
面

と
は

、
ソ

フ
ト
ボ

ー
ル

１
面

を
い

う
。

１
面

　
１
時

間
2
0
0

3
0
0

円
ソ

フ
ト
ボ

ー
ル

場
（
４
面

）
※

１
面

と
は

、
ソ

フ
ト
ボ

ー
ル

１
面

を
い

う
。

１
面

　
１
時

間
2
0
0

3
0
0

円
１
人

１
ラ

ウ
ン

ド
3
0
0

3
0
0

円

１
人

半
日

5
0
0

5
0
0

円

グ
ラ

ウ
ン

ド
ゴ

ル
フ

場
１

人
半

日
（
午

前
・
午

後
）

3
0
0

4
5
0

円
１
人

年
間

6
,
0
0
0

7
,8

0
0

円
１
時

間
2
0
0

3
0
0

円
半

面
　

１
時

間
2
0
0

3
0
0

円
体

育
館

　
（
２
面

）
※

１
面

と
は

、
バ

レ
ー

ボ
ー

ル
コ

ー
ト
１

面
を

い
う

。
１
面

　
１
時

間
4
0
0

6
0
0

円
１
時

間
1
5
0

2
0
0

円
１
時

間
2
5
0

3
5
0

円
１
時

間
4
0
0

6
0
0

円
※

１
面

と
は

、
ソ

フ
ト
ボ

ー
ル

１
面

を
い

う
。

照
明

設
備

は
A

面
の

み
１
面

　
１
時

間
2
0
0

3
0
0

円
１
時

間
2
0
0

3
0
0

円
１
面

　
１
時

間
3
0
0

3
5
0

円
　

※
２

１
面

　
１
時

間
3
0
0

3
0
0

円
　

※
１

体
育

館
（
２
面

）
※

１
面

と
は

、
バ

レ
ー

ボ
ー

ル
コ

ー
ト
１

面
を

い
う

。
１
面

　
１
時

間
4
0
0

6
0
0

円
１
時

間
1
5
0

2
0
0

円
１
台

　
１
時

間
2
0
0

3
0
0

円

ト
レ

ー
ニ

ン
グ

セ
ン

タ
ー

体
育

館
　

（
２
面

）
※

１
面

と
は

、
バ

レ
ー

ボ
ー

ル
コ

ー
ト
１

面
を

い
う

。
１
面

　
１
時

間
4
0
0

6
0
0

円

１
人

半
日

（
午

前
・
午

後
）

3
0
0

4
5
0

円
１
人

年
間

6
,
0
0
0

7
,8

0
0

円
無

料
無

料

１
人

１
回

5
0
0

回
数

券
　

（
１

１
回

）
　

5
,
0
0
0

6
0
0

6
,0

0
0

円 円

１
人

１
回

2
5
0

回
数

券
　

（
１

１
回

）
　

2
,
5
0
0

3
0
0

3
,0

0
0

円 円
１
時

間
2
5
,
0
0
0

3
0
,0

0
0

円
１
コ

ー
ス

　
１
時

間
1
,
0
0
0

1
,2

0
0

円
１
時

間
1
5
0

2
0
0

円

１
人

１
回

5
0
0

回
数

券
　

（
１

１
回

）
　

5
,
0
0
0

6
0
0

6
,0

0
0

円 円

１
人

１
回

2
5
0

回
数

券
　

（
１

１
回

）
　

2
,
5
0
0

3
0
0

3
,0

0
0

円 円
１
時

間
2
5
,
0
0
0

3
0
,0

0
0

円
１
コ

ー
ス

　
１
時

間
1
,
0
0
0

1
,2

0
0

円

延
命

公
園

1
時

間
1
5
0

2
0
0

円
石

塔
交

流
公

園
1
時

間
5
0
0

7
5
0

円

調
理

実
習

室
1
時

間
2
5
0

3
5
0

円
会

議
室

1
時

間
2
5
0

3
5
0

円

１
時

間
5
0
0

7
5
0

円
１
時

間
5
0
0

7
5
0

円
１
時

間
1
5
0

2
0
0

円
１
時

間
1
5
0

2
0
0

円
１
時

間
2
5
0

3
5
0

円
１
時

間
2
5
0

3
5
0

円
１
時

間
2
5
0

3
5
0

円
１
時

間
1
5
0

2
0
0

円
１
時

間
1
5
0

2
0
0

円
１
時

間
1
5
0

2
0
0

円
１
時

間
1
5
0

2
0
0

円

１
時

間
1
5
0

2
0
0

円
１
時

間
5
0
0

7
5
0

円
１
時

間
2
5
0

3
5
0

円
１
時

間
2
5
0

3
5
0

円
１
時

間
2
5
0

3
5
0

円
１
時

間
2
5
0

3
5
0

円
１
時

間
1
5
0

2
0
0

円
１
時

間
1
5
0

2
0
0

円
１
時

間
2
0
0

3
0
0

円
１
時

間
4
0
0

6
0
0

円

貸
室

名
等

改
正

前
改

正
後

体
育

室

勤
労

者
総

合
福

祉
セ

ン
タ

ー
ウ

ェ
ル

ネ
ス

八
日

市

改
定

率
は

１
．

５
倍

と
し

て
い

ま
す

が
、

①
プ

ー
ル

は
他

の
施

設
と

比
べ

る
と

収
入

比
率

が
比

較
的

高
い

こ
と

や
、

②
県

内
類

似
施

設
と

の
料

金
を

考
慮

し
、

最
大

１
．

２
倍

の
料

金
改

定
と

し
ま

す
。

但
し

、
会

議
室

は
コ

ミ
ュ

ニ
テ

ィ
セ

ン
タ

ー
等

と
同

様
に

改
定

し
ま

す
。

大
人

中
学

生
以

下
 →

　
児

童
、

生
徒

、
高

齢
者

及
び

障
害

者

団
体

貸
切

コ
ー

ス
占

用
（
コ

ー
ス

占
用

料
に

は
入

場
料

を
含

ま
な

い
。

）

ぷ
ら

ざ
三

方
よ

し

福
祉

セ
ン

タ
ー

　
ハ

ー
ト
ピ

ア

能
登

川
保

健
セ

ン
タ

ー

使
用

料
を

平
成

２
６

年
４

月
１

日
に

改
定

し
た

た
め

据
え

置
く
こ

こ
と

し
ま

す
。

会
議

室
２

研
修

室
教

養
文

化
室

１
教

養
文

化
室

２
エ

ク
サ

サ
イ

ズ
ル

ー
ム

な
ご

み
の

間
１

な
ご

み
の

間
２

会
議

室
研

修
室

会
議

室
農

産
加

工
実

習
室

や
わ

ら
ぎ

の
郷

公
園

テ
ニ

ス
コ

ー
ト
（
６
面

）
芝

生
広

場

会
議

室
１

集
会

室
母

子
会

議
室

技
能

習
得

室
（
和

室
）

ビ
デ

オ
ル

ー
ム

研
修

室
１

研
修

室
２

パ
タ

ー
ゴ

ル
フ

場

第
二

グ
ラ

ウ
ン

ド
第

一
テ

ニ
ス

コ
ー

ト
（
２
面

）
第

二
テ

ニ
ス

コ
ー

ト
（
６
面

）

ふ
れ

あ
い

運
動

公
園

福
祉

セ
ン

タ
ー

保
健

セ
ン

タ
ー

湖
東

プ
ー

ル

布
引

運
動

公
園

プ
ー

ル

大
人

中
学

生
以

下
 →

　
児

童
、

生
徒

、
高

齢
者

及
び

障
害

者

団
体

貸
切

コ
ー

ス
占

用
（
コ

ー
ス

占
用

料
に

は
入

場
料

を
含

ま
な

い
。

）

会
議

室

蒲
生

体
育

館
会

議
室

（
A

・
B
・
C

）
卓

球
場

能
登

川
ス

ポ
ー

ツ
セ

ン
タ

ー

グ
ラ

ウ
ン

ド
武

道
館

会
議

室
(A

)

プ
ー

ル
　

公
園

野
外

ス
テ

ー
ジ

野
外

ス
テ

ー
ジ

給
食

セ
ン

タ
ー

蒲
生

学
校

給
食

セ
ン

タ
ー

産
業

振
興

施
設

　

調
理

実
習

室
試

食
室

愛
知

川
河

川
敷

広
場

グ
ラ

ウ
ン

ド
ゴ

ル
フ

場

広
場

蒲
生

運
動

公
園

野
球

場
第

一
グ

ラ
ウ

ン
ド

（
A

面
・
B
面

・
C

面
・
D

面
）

会
議

室
(Ｂ

)


